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(57)【要約】
【課題】高温高圧冷媒が流れる配管と低温低圧冷媒が流
れる配管とを分離して、ヒートポンプ運転を可能にする
と共に、切替室における加熱運転を、切り替えの早期に
おいて安定にすることができる自動販売機を提供する。
【解決手段】自動販売機１０００は、圧縮機１により圧
縮された高圧高温冷媒を冷却する左室凝縮器２ａおよび
中室凝縮器２ｂと、これらを通過した冷媒をさらに冷却
する左室庫外熱交換器３ａおよび中室庫外熱交換器３ｂ
と、これらにより冷却された高圧中温冷媒を膨張する左
室膨張手段４ａおよび中室膨張手段４ｂと、を有してい
る。左室凝縮器２ａを通過した冷媒は左室膨張手段４ａ
において膨張して低圧低温冷媒となり、中室凝縮器２ｂ
を通過した冷媒は中室膨張手段４ｂにおいて膨張して低
圧低温冷媒となり、その後、両者は合流点５において合
流する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　断熱材によって囲まれ一面に開口部を具備する筐体と、前記開口部を開閉する断熱扉と
、前記筐体を複数の商品収納庫に分割する仕切板と、前記商品収納庫を加熱または冷房す
るための冷凍回路と、を具備し、
　前記商品収納庫が、左室（４０ａ）、中室（４０ｂ）および右室（４０ｃ）からなる３
室を少なくとも有し、
　前記冷凍回路が、
　冷媒を圧縮する圧縮機（１）と、
　該圧縮機（１）によって圧縮された冷媒が選択的に供給され、これを冷却する熱交換器
（３ｃ）と、
　該熱交換器（３ｃ）によって冷却された冷媒を膨張させる膨張手段（４ｃ）と、
　該膨張手段（４ｃ）、後記左室膨張手段（４ａ）および後記右室膨張手段（４ｂ）にお
いて膨張した冷媒が選択的に供給され、これを蒸発させる、前記左室（４０ａ）に配置さ
れた左室蒸発器（６ａ）、前記中室（４０ｂ）に配置された中室蒸発器（６ｂ）、前記右
室（４０ｃ）に配置された右室蒸発器（６ｃ）と、
　前記左室蒸発器（６ａ）、前記中室蒸発器（６ｂ）および前記右室蒸発器（６ｃ）の何
れかにおいておよび蒸発した冷媒を貯溜するアキュムレータ（７）と、
　前記圧縮機（１）によって圧縮された冷媒が選択的に供給され、これを冷却する、前記
左室（４０ａ）に配置された左室凝縮器（２ａ）、前記中室（４０ｂ）に配置された中室
凝縮器（２ｂ）と、
　前記左室凝縮器（２ａ）において凝縮した冷媒を冷却する左室庫外熱交換器（３ａ）と
、該左室庫外熱交換器（３ａ）において冷却された冷媒を膨張させる左室膨張手段（４ａ
）と、
　前記中室凝縮器（２ｂ）において凝縮した冷媒を冷却する中室庫外熱交換器（３ｂ）と
、該中室庫外熱交換器（３ｂ）において冷却された冷媒を膨張させる中室膨張手段（４ｂ
）と、を有し、
　 前記左室膨張手段（４ａ）において膨張した冷媒と、前記中室膨張手段（４ｂ）にお
いて膨張した冷媒とが、合流可能であることを特徴とする自動販売機。
【請求項２】
　前記左室凝縮器（２ａ）において凝縮した冷媒を冷却する左室庫外熱交換器（３ａ）と
、該左室庫外熱交換器（３ａ）において凝縮された冷媒を膨張させる左室膨張手段（４ａ
）とに替えて、
　前記左室凝縮器（２ａ）において冷却された冷媒を膨張させる左室膨張手段（４ａ）を
有することを特徴とする請求項１記載の自動販売機。
【請求項３】
　前記左室凝縮器（２ａ）において凝縮した冷媒を冷却する左室庫外熱交換器（３ａ）と
、該左室庫外熱交換器（３ａ）において冷却された冷媒を膨張させる左室膨張手段（４ａ
）とに替えて、
　前記左室凝縮器（２ａ）において凝縮した冷媒を冷却する左室庫外熱交換器（３ａ）を
有し、該左室庫外熱交換器（３ａ）において冷却された冷媒を前記膨張手段（４ｃ）にお
いて膨張させると共に、前記膨張手段（４ｃ）において膨張した冷媒と、前記中室膨張手
段（４ｂ）において膨張した冷媒とが、合流可能であることを特徴とする請求項１記載の
自動販売機。
【請求項４】
　前記左室凝縮器（２ａ）において凝縮した冷媒を冷却する左室庫外熱交換器（３ａ）と
、該左室庫外熱交換器（３ａ）において冷却された冷媒を膨張させる左室膨張手段（４ａ
）とに替えて、
　前記左室凝縮器（２ａ）において凝縮した冷媒を前記膨張手段（４ｃ）において膨張さ
せると共に、前記膨張手段（４ｃ）において膨張した冷媒と、前記中室膨張手段（４ｂ）
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において膨張した冷媒とが、合流可能であることを特徴とする請求項１記載の自動販売機
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は自動販売機、特に、缶、ビン、パック、ペットボトル等の容器に入れた飲料等
の商品を冷却または加熱して販売に供する自動販売機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動販売機は、冷媒を圧縮する圧縮機と、圧縮された冷媒（高温高圧）を凝縮さ
せる凝縮器と、凝縮された冷媒（中温高圧）を膨張させる膨張手段と、膨張した冷媒（低
温低圧）を蒸発させる蒸発器と、これらを順次連結して蒸発した冷媒（中温低圧）を圧縮
機に戻す冷凍サイクルを有し、商品を収納する各商品収納庫内に蒸発器を設置して、商品
を冷却していた。また、蒸発器に高圧高温冷媒（ホットガスに同じ）を流して、蒸発器に
おいて温熱を放出させて（凝縮器と機能させて）商品収納庫内を加熱する「ヒートポンプ
運転」を実行する発明が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　しかし、前記特許文献１に開示された発明は、加熱しようとする商品収納庫に向かう高
温高圧冷媒と、冷却した商品収納庫から流出して圧縮機に戻る低温低圧冷媒とが、開閉バ
ルブによって隔絶されているだけであるため、開閉バルブに漏洩がある場合には、前者が
後者に混じって圧縮機に直接戻ることになる。そうすると、商品収納庫に流入する高温高
圧冷媒および低温低圧冷媒の量が減少して、加熱不足および冷却不足が生じると共に、こ
れを防止するため圧縮機の負荷が増大して消費エネルギが増加することになる。
　そこで、商品収納庫に高温高圧冷媒が供給される凝縮器と、低温低圧冷媒が供給される
蒸発器とを並設して、高温高圧冷媒が流れる配管と、低温低圧冷媒が流れる配管とを分離
する発明が開示されている（例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２９８２１０号公報（第３－４頁、図１）
【特許文献２】特開２００７－３２８７６２号公報（第１７－１８頁、図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記特許文献２に開示された発明は、前記特許文献１に開示された発明
における問題点を解決するものの、以下のような新たな問題があった。
　高温高圧冷媒が流れる主配管は、その途中で複数の副配管に分岐され、該副配管がそれ
ぞれの凝縮器に接続されている。すなわち、主配管（上流側）を流れた高温高圧冷媒は分
岐され、それぞれの副配管（上流側）を経由してそれぞれの凝縮器に流入し、凝縮器にお
いて熱交換（温熱を放出）する。そして、熱交換後の中温高圧冷媒はそれぞれの副配管（
下流側）に流入し、主配管（下流側）において合流された後、内部熱交換器に流入する。
【０００６】
　すなわち、複数の副配管（下流側）に流入した中温高圧冷媒は、高圧状態において合流
することになる。そのため、一方の凝縮器を経由した中温高圧冷媒の圧力が他方の凝縮器
を経由した中温高圧冷媒の圧力より高い場合、圧力の低い他方の凝縮器からは中温高圧冷
媒の流出が難くなる。
【０００７】
　特に、複数の商品収納庫の１つを加熱室にした後、冷却室であった１つを加熱室に切り
替えた場合（以下、当該商品収納庫を「切替室」と称す）、切り替え直後の切替室の凝縮
器は冷えている（たとえば、１０℃以下）ため、吸入した高温高圧冷媒が直ぐに凝縮する
。一方、切り替え前からの加熱室の凝縮器は所定の温度（たとえば、５０℃以上）である
から、切替室よりも凝集量は少なく、加熱室の出側における圧力は切替室の出側における
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圧力よりも高く、加熱室からは中温高圧冷媒が流出する。
　このため、切替室の流出側は閉塞され、切替室の内部に凝縮した中温高圧冷媒が閉じ込
められることになるから、切替室では冷媒不足による加熱不足が生じ、安定した商品品質
が維持できなくなる。
【０００８】
　本発明は上記問題を解決するものであって、高温高圧冷媒が流れる配管と低温低圧冷媒
が流れる配管とを分離して、ヒートポンプ運転を可能にすると共に、切替室における加熱
運転を、切り替えの早期において安定にすることができる自動販売機を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（１）本発明に係る自動販売機（請求項１）は、断熱材によって囲まれ一面に開口部を
具備する筐体と、前記開口部を開閉する断熱扉と、前記筐体を複数の商品収納庫に分割す
る仕切板と、前記商品収納庫を加熱または冷房するための冷凍回路と、を具備し、
　前記商品収納庫が、左室（４０ａ）、中室（４０ｂ）および右室（４０ｃ）からなる３
室を少なくとも有し、
　前記冷凍回路が、
　冷媒を圧縮する圧縮機（１）と、
　該圧縮機（１）によって圧縮された冷媒が選択的に供給され、これを冷却する熱交換器
（３ｃ）と、
　該熱交換器（３ｃ）によって冷却された冷媒を膨張させる膨張手段（４ｃ）と、
　該膨張手段（４ｃ）、後記左室膨張手段（４ａ）および後記右室膨張手段（４ｂ）にお
いて膨張した冷媒が選択的に供給され、これを蒸発させる、前記左室（４０ａ）に配置さ
れた左室蒸発器（６ａ）、前記中室（４０ｂ）に配置された中室蒸発器（６ｂ）、前記右
室（４０ｃ）に配置された右室蒸発器（６ｃ）と、
　前記左室蒸発器（６ａ）、前記中室蒸発器（６ｂ）および前記右室蒸発器（６ｃ）の何
れかにおいておよび蒸発した冷媒を貯溜するアキュムレータ（７）と、
　前記圧縮機（１）によって圧縮された冷媒が選択的に供給され、これを冷却する、前記
左室（４０ａ）に配置された左室凝縮器（２ａ）、前記中室（４０ｂ）に配置された中室
凝縮器（２ｂ）と、
　前記左室凝縮器（２ａ）において凝縮した冷媒を冷却する左室庫外熱交換器（３ａ）と
、該左室庫外熱交換器（３ａ）において冷却された冷媒を膨張させる左室膨張手段（４ａ
）と、
　前記中室凝縮器（２ｂ）において凝縮した冷媒を冷却する中室庫外熱交換器（３ｂ）と
、該中室庫外熱交換器（３ｂ）において冷却された冷媒を膨張させる中室膨張手段（４ｂ
）と、を有し、
　 前記左室膨張手段（４ａ）において膨張した冷媒と、前記中室膨張手段（４ｂ）にお
いて膨張した冷媒とが、合流可能であることを特徴とする。
【００１０】
　（２）本発明に係る自動販売機（請求項２）は、前記（１）において、前記左室凝縮器
（２ａ）において凝縮した冷媒を冷却する左室庫外熱交換器（３ａ）と、該左室庫外熱交
換器（３ａ）において冷却された冷媒を膨張させる左室膨張手段（４ａ）とに替えて、
　前記左室凝縮器（２ａ）において凝縮された冷媒を膨張させる左室膨張手段（４ａ）を
有することを特徴とする。
【００１１】
　（３）本発明に係る自動販売機（請求項３）は、前記（１）において、前記左室凝縮器
（２ａ）において凝縮した冷媒を冷却する左室庫外熱交換器（３ａ）と、該左室庫外熱交
換器（３ａ）において冷却された冷媒を膨張させる左室膨張手段（４ａ）とに替えて、
　前記左室凝縮器（２ａ）において凝縮した冷媒を冷却する左室庫外熱交換器（３ａ）を
有し、該左室庫外熱交換器（３ａ）において冷却された冷媒を前記膨張手段（４ｃ）にお
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いて膨張させると共に、前記膨張手段（４ｃ）において膨張した冷媒と、前記中室膨張手
段（４ｂ）において膨張した冷媒とが、合流可能であることを特徴とする。
【００１２】
　（４）本発明に係る自動販売機（請求項４）は、前記（１）において、前記左室凝縮器
（２ａ）において凝縮した冷媒を冷却する左室庫外熱交換器（３ａ）と、該左室庫外熱交
換器（３ａ）において冷却された冷媒を膨張させる左室膨張手段（４ａ）とに替えて、
　前記左室凝縮器（２ａ）において凝縮した冷媒を前記膨張手段（４ｃ）において膨張さ
せると共に、前記膨張手段（４ｃ）において膨張した冷媒と、前記中室膨張手段（４ｂ）
において膨張した冷媒とが、合流可能であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　（ｉ）本発明の請求項１および請求項２に係る自動販売機は、左室膨張手段（４ａ）に
おいて膨張した冷媒と、中室膨張手段（４ｂ）において膨張した冷媒とが、圧力差が無い
状態（または殆ど無い状態）で合流可能であるから、左室凝縮器（２ａ）において凝縮し
た冷媒と中室凝縮器（２ｂ）において凝縮した冷媒とに圧力差がある場合でも、それぞれ
からの冷媒の流出が阻害されない。よって、運転モードを切り替えた直後から、安定した
商品品質を維持することができる。
　（ｉｉ）本発明の請求項３および請求項４に係る自動販売機は、膨張手段（４ｃ）にお
いて膨張した冷媒と、中室膨張手段（４ｂ）において膨張した冷媒とが、圧力差が無い状
態（または殆ど無い状態）で合流可能であるから、左室凝縮器（２ａ）において凝縮した
冷媒と中室凝縮器（２ｂ）において凝縮した冷媒とに圧力差がある場合でも、それぞれか
らの冷媒の流出が阻害されない。よって、運転モードを切り替えた直後から、安定した商
品品質が維持されることになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、実施の形態１～３を、それぞれ図を参照して説明する。なお、各図において同一
または共通する部材については同一の符号を付し、一部の説明を省略する。また、同様の
機能を有する構成部材が複数ある場合、それぞれの符号に添え字「ａ、ｂ・・・・」を付
しているが、共通する内容を説明する際には添え字「ａ、ｂ・・・・」の記載を省略する
。さらに、符号ｊの構成部材と符号ｋの構成部材とを連通して前者から後者に向けて冷媒
を流す配管を「符号ｊｋ」にて示し、「配管ｊｋ」に設置された開閉弁および逆止弁の符
号をそれぞれ「ｊｋｖ」および「ｊｋｎ」とする。また、冷媒の流れている配管を実線で
、冷媒の流れていない配管を破線で、それぞれ示している。
　なお、以下の実施の形態では、冷媒としてＣＯ2 （二酸化炭素）を使用しているが、本
発明はこれに限定するものではない。
【００１５】
　［実施の形態１］
　（構成）
　図１～３は本発明の実施の形態１に係る自動販売機を説明するものであって、図１は正
面視の断面図、図２は側面視の断面図、図３はこれに設置された冷却回路の構成図であっ
て、図３の（ａ）は２室冷房運転（ＨＣＣ運転モード）を、図３の（ｂ）は２室加熱運転
（ＨＨＣ運転モード）を、冷媒が流れる配管を太い線で示している。
　図１および図２において、自動販売機１０００は、自動販売機１０００の本体のキャビ
ネット２００と、キャビネット２００の内部で断熱材３００に包囲された商品収納庫４０
０と、商品Ｓを補充する時に商品収納庫４００を開閉する商品補充用扉４０４と、商品収
納庫４００と外気を遮断するための内扉４０５と、自動販売機１０００の前扉４０６と、
を有している。
　商品収納庫４００は仕切り板４０３ａｂ、４０３ｂｃによって商品室（以下、「左室」
と称す）４０ａ、商品室（以下、「中室」と称す）４０ｂ、商品室（以下、「右室」と称
す）４０ｃに仕切られている。
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　なお、以下の説明において、左室４０ａ、中室４０ｂおよび右室４０ｃにおいて、共通
する内容を説明する場合には、部材名称を形容する「左室、中室、右室」を省略する場合
がある。
【００１６】
　各商品室４０には、商品Ｓを収納するための商品収納ラック４０７と、商品収納ラック
４０７から自然落下した商品Ｓを取出すための商品取出し口４０９と、商品Ｓを商品取出
し口４０９まで誘導する商品誘導板４０８とが設置され、商品誘導板４０８の下方が庫内
部品収納室４１０となっている。また、庫内空気を商品収納ラック４０７を経由して庫内
部品収納室４１０に循環させるための循環ダクト４２０が設置されている。
　そして、庫内部品収納室４１０には、庫内空気を商品誘導板４０８（通気孔が設けられ
ている）を通過して商品Ｓに衝突させる送風手段４３０と、送風手段４３０の下流側（循
環ダクト４２０から遠い側）に庫内熱交換器４４０と、送風手段４３０および庫内熱交換
器４４０を収納する送風ダクト４５０と、送風ダクト４５０に連通して空気を通す風洞４
６０と、庫内空気の温度を計測する庫内温度センサー５００とが設置されている。
　さらに、商品収納庫４００の下方には、コンデンシングユニット４７０および庫外ファ
ン４８１を収納するための機械室４８０と、電装品を収納するための電装品収納室４９０
とが配置されている。
【００１７】
　（冷媒回路：冷却用）
　図３において、自動販売機１０００は、冷媒を圧縮する圧縮機１と、圧縮機１により圧
縮された冷媒（以下「高圧高温冷媒」と称す）を冷却する熱交換器（以下「ガスクーラ」
と称す）３ｃと、ガスクーラ３ｃにより冷却された冷媒（以下「高圧中温冷媒」と称す）
を膨張する膨張手段４ｃ（たとえば、電子膨張手段、キャピラリなど）と、膨張手段４ｃ
により膨張された冷媒（以下「低圧低温冷媒」と称す）を蒸発させる左室蒸発器６ａ、中
室蒸発器６ｂおよび右室蒸発器６ｃ(庫内熱交換器４４０を構成している）と、左室蒸発
器６ａ、中室蒸発器６ｂおよび右室蒸発器６ｃにおいて蒸発した冷媒（以下「低圧中温冷
媒」と称す）を貯溜するアキュムレータ７と、を有し、これらを順番に連結する配管によ
って冷凍サイクルが形成されている。
【００１８】
　そして、圧縮機１とガスクーラ３ｃとを連結する配管１３ｃには開閉弁（電磁弁に同じ
）１３ｃｖが設置され、ガスクーラ３ｃと膨張手段４ｃとを連結する配管３４ｃには逆止
弁（逆流防止弁に同じ）３４ｃｎが設置されている。また、膨張手段４ｃから流出した低
圧低温冷媒は、合流点（分岐点に同じ）５を通過した後、左室開閉弁５６ａｖ、中室開閉
弁５６ｂｖおよび右室開閉弁５６ｃｖの開閉によって、左室蒸発器６ａ、中室蒸発器６ｂ
および右室蒸発器６ｃに選択的に流入するものである。なお、ガスクーラ３ｃに向けて庫
外空気を吹き付け、これを冷却する庫外ファン３ｆが設置されている。
【００１９】
　（冷媒回路：加熱用）
　また、自動販売機１０００は、冷媒を圧縮する圧縮機１と、圧縮機１により圧縮された
冷媒（以下「高圧高温冷媒」と称す）を冷却する左室凝縮器２ａおよび中室凝縮器２ｂ(
庫内熱交換器４４０を構成している）と、左室凝縮器２ａおよび中室凝縮器２ｂを通過し
た冷媒をさらに冷却する左室庫外熱交換器３ａおよび中室庫外熱交換器３ｂと、左室庫外
熱交換器３ａおよび中室庫外熱交換器３ｂにより冷却された冷媒（以下「高圧中温冷媒」
と称す）を膨張する左室膨張手段４ａおよび中室膨張手段４ｂ（たとえば、電子膨張手段
、キャピラリなど）と、を有している。
　そして、圧縮機１と左室凝縮器２ａおよび中室凝縮器２ｂとを、それぞれ連結する配管
１２ａおよび配管１２ｂには、開閉弁１２ａｖおよび開閉弁１２ｂｖが設置され、左室庫
外熱交換器３ａおよび中室庫外熱交換器３ｂと左室膨張手段４ａおよび中室膨張手段４ｂ
とを、それぞれ連結する配管３４ａおよび配管３４ｂには逆止弁（逆流防止弁に同じ）３
４ａｎおよび逆止弁３４ｂｎが、それぞれ設置されている。なお、庫外ファン３ｆの吹き
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出した庫外空気は、左室庫外熱交換器３ａおよび中室庫外熱交換器３ｂを通過してこれを
冷却する。
【００２０】
　また、膨張手段４ａ、４ｂにおいて膨張した冷媒（以下「低圧低温冷媒」と称す）は合
流点５を通過した後、開閉弁５６ａｖ、５６ｂｖの閉動作、開閉弁５６ｃｖの開動作によ
って、蒸発器６ｃに選択的に流入するものである。すなわち、配管１２ａに設置された開
閉弁１２ａｖを開き、配管１２ｂに設置された開閉弁１２ｂｖを閉じ、高圧高温冷媒を凝
縮器２ａにのみ供給する場合には、膨張手段４ａにおいて膨張された冷媒は、開閉弁５６
ａｖの閉動作、開閉弁５６ｂｖ、５６ｃｖの開閉動作によって蒸発器６ｂ、６ｃの一方ま
たは両方に流入するものである。
　なお、左室４０ａには、左室蒸発器６ａおよび左室凝縮器２ａが配置され、中室４０ｂ
には、中室蒸発器６ｂおよび中室凝縮器２ｂが配置され、右室４０ｃには右室蒸発器６ｃ
が配置されている。
【００２１】
　（ＨＣＣ運転モード）
　図３の（ａ）において、ＨＣＣ運転モードのとき、高圧高温冷媒は、左室４０ａ（左室
凝縮器２ａ）のみに供給され、左室凝縮器２ａを通過した冷媒は左室庫外熱交換器３ａを
経由して左室膨張手段４ａに流入し、膨張して低圧低温冷媒になった後、中室４０ｂおよ
び右室４０ｃ（中室蒸発器６ｂおよび右室蒸発器６ｃ）に供給される。このとき、高圧高
温冷媒は、開閉弁１３ｃｖが閉じている（リークは無しまたは無視できる量である）から
、ガスクーラ３ｃおよび膨張手段４ｃを通過して合流点５に流入することはなく、開閉弁
１２ｂｖが閉じている（リークは無しまたは無視できる量である）から、中室凝縮器２ｂ
および中室膨張手段４ｂを通過して合流点５に流入することはない。
【００２２】
　（ＨＨＣ運転モード）
　図３の（ｂ）において、ＨＨＣ運転モードに切り替わると、高圧高温冷媒は、左室４０
ａおよび中室４０ｂ（左室凝縮器２ａおよび中室凝縮器２ｂ）に供給され、左室凝縮器２
ａおよび中室凝縮器２ｂを通過した冷媒は、左室庫外熱交換器３ａおよび中室庫外熱交換
器３ｂを経由して左室膨張手段４ａおよび中室膨張手段４ｂに流入し、膨張して低圧低温
冷媒になった後、右室４０ｃ（右室蒸発器６ｃ）のみに供給される。
　このとき、高圧高温冷媒は、開閉弁１３ｃｖが閉じている（リークは無しまたは無視で
きる量である）から、ガスクーラ３ｃおよび膨張手段４ｃを通過して合流点５に流入する
ことはない。
【００２３】
　（運転モードの切り替え）
　そうすると、ＨＣＣ運転モードからＨＨＣ運転モードに切り替える際、左室凝縮器２ａ
は切り替えの前後で加熱を継続するのに対し、中室凝縮器２ｂは、切り替え前は冷却され
ていた中室４０ｂを加熱することになるため、切り替え直後は、中室凝縮器２ｂを通過し
た冷媒は、左室凝縮器２ａを通過した冷媒よりも、より冷却されている。このため、前者
は後者に比較して、より低い圧力でより低い温度になる。
　しかしながら、左室凝縮器２ａを通過した冷媒は左室膨張手段４ａにおいて膨張して低
圧低温冷媒となり、中室凝縮器２ｂを通過した冷媒は中室膨張手段４ｂにおいて膨張して
低圧低温冷媒となり、その後、合流点５において合流する。すなわち、左室凝縮器２ａお
よび中室凝縮器２ｂを通過した直後の冷媒に圧力差があっても、それぞれ左室膨張手段４
ａおよび中室膨張手段４ｂを通過して圧力差がない状態で合流するから、中室凝縮器２ｂ
からの冷媒の流出が阻害されることがない。
　よって、自動販売機１０００では、切り替え直後から、安定した商品品質が維持される
ことになる。
【００２４】
　［実施の形態２］
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　（構成）
　図４は本発明の実施の形態２に係る自動販売機に設置された冷却回路の構成図であって
、図４の（ａ）は２室冷房運転（ＨＣＣ運転モード）を、図４の（ｂ）は２室加熱運転（
ＨＨＣ運転モード）を、冷媒が流れる配管を太い線で示している。なお、自動販売機１０
００（実施の形態１）と同じ部分にはこれと同じ符号を付し、一部の説明を省略する。
　図４において、自動販売機２０００は、自動販売機１０００における左室庫外熱交換器
３ａを撤去して、左室４０ａに配置された左室凝縮器２ａと左室膨張手段４ａとを、逆止
弁３４ａｎを介して直接接続したものである。
　すなわち、左室凝縮器２ａの熱交換能力で間に合えば、必ずしも左室庫外熱交換器３ａ
を設置する必要がなくなる。また、左室凝縮器２ａと左室膨張手段４ａとを連結する配管
２４ａ（自動販売機１０００における配管２３ａと配管３４ａとを直接接合したものに相
当する）の全部または一部から所定量の放熱があったり、配管２４ａの一部が、庫外ファ
ン３ｆの風路内に位置して放熱が促進されたりする場合にも、左室庫外熱交換器３ａを設
置する必要がなくなる。
【００２５】
　そして、ＨＣＣ運転モード（図４の（ａ））、ＨＨＣ運転モード（図４の（ｂ））、お
よび運転モードの切り替えは、自動販売機１０００に同じである。すなわち、ＨＣＣ運転
モードからＨＨＣ運転モードに切り替える際、切り替え直後において、左室凝縮器２ａお
よび中室凝縮器２ｂを通過した直後の冷媒に圧力差があっても、それぞれ左室膨張手段４
ａおよび中室膨張手段４ｂを通過して圧力差がない状態で合流するから、中室凝縮器２ｂ
からの冷媒の流出が阻害されることがない。
　よって、自動販売機２０００は、部品点数を減らした上で、切り替え直後から、安定し
た商品品質が維持されることになる。
【００２６】
　［実施の形態３］
　（構成）
　図５は本発明の実施の形態３に係る自動販売機に設置された冷却回路の構成図であって
、図５の（ａ）は２室冷房運転（ＨＣＣ運転モード）を、図５の（ｂ）は２室加熱運転（
ＨＨＣ運転モード）を、冷媒が流れる配管を太い線で示している。なお、自動販売機２０
００（実施の形態２）と同じ部分にはこれと同じ符号を付し、一部の説明を省略する。
　図５において、自動販売機３０００は、自動販売機２０００における左室膨張手段４ａ
を撤去して、左室凝縮器２ａと膨張手段４ｃとを逆止弁３４ａｎを介して直接接続したも
のである。
　すなわち、左室凝縮器２ａと膨張手段４ｃとを接続する配管２４ａが、ガスクーラ３ｃ
と膨張手段４ｃとを接続する配管３４ａに膨張手段４ｃの入口において統合されている。
【００２７】
　（ＨＣＣ運転モード）
　図５の（ａ）において、ＨＣＣ運転モードのとき、高圧高温冷媒は、左室４０ａ（左室
凝縮器２ａ）のみに供給され、左室凝縮器２ａを通過した冷媒は膨張手段４ｃにおいて膨
張して、中室４０ｂおよび右室４０ｃ（中室蒸発器６ｂおよび右室蒸発器６ｃ）に供給さ
れる。このとき、高圧高温冷媒は、開閉弁１３ｃｖが閉じている（リークは無しまたは無
視できる量である）から、ガスクーラ３ｃを通過して配管３４ｃや配管２４ａに流入する
ことはない。
【００２８】
　（ＨＨＣ運転モード）
　図５の（ｂ）において、ＨＨＣ運転モードに切り替わると、高圧高温冷媒は、左室４０
ａおよび中室４０ｂ（左室凝縮器２ａおよび中室凝縮器２ｂ）に供給される。そして左室
凝縮器２ａを通過した冷媒は膨張手段４ｃにおいて膨張し、中室凝縮器２ｂを通過した冷
媒は中室庫外熱交換器３ｂを経由して中室膨張手段４ｂにおいて膨張し、それぞれ右室４
０ｃ（右室蒸発器６ｃ）のみに供給される。



(9) JP 2010-15484 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

　このとき、高圧高温冷媒は、開閉弁１３ｃｖが閉じている（リークは無しまたは無視で
きる量である）から、ガスクーラ３ｃおよび膨張手段４ｃを通過して合流点５に流入する
ことはない。
【００２９】
　（運転モードの切り替え）
　そうすると、ＨＣＣ運転モードからＨＨＣ運転モードに切り替える際、左室凝縮器２ａ
は切り替えの前後で加熱を継続するのに対し、中室凝縮器２ｂは、切り替え前は冷却され
ていた中室４０ｂを加熱することになるため、切り替え直後は、中室凝縮器２ｂを通過し
た冷媒は、左室凝縮器２ａを通過した冷媒よりも、より冷却されている。このため、前者
は後者に比較して、より低い圧力でより低い温度になる。
　しかしながら、左室凝縮器２ａを通過した冷媒は膨張手段４ｃにおいて膨張した後の低
圧低温冷媒となって、中室凝縮器２ｂを通過した冷媒は中室膨張手段４ｂにおいて膨張し
た後の低圧低温冷媒となって、合流点５において合流する。すなわち、左室凝縮器２ａお
よび中室凝縮器２ｂを通過した直後の冷媒には、圧力差があっても、それぞれ膨張手段４
ｃおよび中室膨張手段４ｂを通過して圧力差がない状態で合流するから、中室凝縮器２ｂ
からの冷媒の流出が阻害されることがない。
　よって、自動販売機３０００は、部品点数をさらに減らしながら、切り替え直後から、
安定した商品品質が維持されることになる。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本発明によれば、運転モードを切り替えても安定した商品品質が維持されるから、各種
自動販売機として広く利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施の形態１に係る自動販売機を説明する正面視の断面図。
【図２】本発明の実施の形態１に係る自動販売機を説明する側面視の断面図。
【図３】本発明の実施の形態１に係る自動販売機に設置された冷却回路の構成図。
【図４】本発明の実施の形態２に係る自動販売機に設置された冷却回路の構成図。
【図５】本発明の実施の形態３に係る自動販売機に設置された冷却回路の構成図。
【符号の説明】
【００３２】
　１ 圧縮機
　２ａ 左室凝縮器
　２ｂ 中室凝縮器
　３ａ 左室庫外熱交換器
　３ｂ 中室庫外熱交換器
　３ｃ ガスクーラ
　３ｆ 庫外ファン
　４ａ 左室膨張手段
　４ｂ 中室膨張手段
　４ｃ 膨張手段
　５ 合流点
　６ａ 左室蒸発器
　６ｂ 中室蒸発器
　６ｃ 右室蒸発器
　７ アキュムレータ
 １２ 配管
 １２ａ 配管
 １２ａｖ 開閉弁
 １２ｂ 配管
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 １２ｂｖ 開閉弁
 １３ｃ 配管
 １３ｃｖ 開閉弁
 ２３ａ 配管
 ２４ａ 配管
 ３４ａ 配管
 ３４ａｎ 逆止弁
 ３４ｃ 配管
 ４０ａ 左室
 ４０ｂ 中室
 ４０ｃ 右室
 ５６ａｖ 開閉弁
 ５６ｂｖ 開閉弁
 ５６ｃｖ 開閉弁
２００ キャビネット
３００ 断熱材
４００ 商品収納庫
４０３ａｂ 仕切り板
４０３ｂｃ 仕切り板
４０４ 商品補充用扉
４０５ 内扉
４０６ 前扉
４０７ 商品収納ラック
４０８ 商品誘導板
４０９ 商品取出し口
４１０ 庫内部品収納室
４２０ 循環ダクト
４３０ 送風手段
４４０ 庫内熱交換器
４５０ 送風ダクト
４６０ 風洞
４７０ コンデンシングユニット
４８０ 機械室
４８１ 庫外ファン
４９０ 電装品収納室
５００ 庫内温度センサー
１０００ 自動販売機（実施の形態１）
２０００ 自動販売機（実施の形態２）
３０００ 自動販売機（実施の形態３）
Ｓ 商品
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